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注1・汚濁負荷量の算出にあたっては，実測値を原則としたが，実測のないものについては，

原単位を使用した。

2・原単位は，「昭和51年度，昭和53年度工場・事業場排水測定結果」（県）から分類

別に作成した。

3・「規制対象」とは，水質汚濁防止法および条例（上乗せ等を含む）の対象となるものを

いい，「規制対象外」とは，それ以外のものをいう。

4・将来における原単位の適用にあたっては，排水基準を下回る場合には，現状値を用い，

その他は排水基準を用いた。

5．分類の番号は，特定施設の番号である。
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表－11

分　　　　　　類

鉱業又は水洗炭菜

畜産農業又は関連サ
ービス業

畜産食料品製造業

水産食料品製造業

保存食料品製造業

みそ食酢等の製造業

小麦粉製造業

砂糖製造業

貴子製造業，製あん

業

米菓製造業又はこう
じ製造業

飲料製造業

動物系飼料又は有機

質肥料製造業

動植物油脂製造業

イースト製造業

でん粉又は化工でん

粉製造業

ぶどう糖又は水あめ

製造業


